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２　月　の　競　輪　開　催　日　程

函　館 　　　　休　止
青　森 　　　　休　止
いわき平 〔23～ 25〕
弥　彦 　　　　休　止
前　橋 （16 ～ 18）（26 ～ 28）
取　手 （2 ～ 4）（10 ～ 12）〔26～ 28〕
宇都宮 （1 ～ 3）（25 ～ 27）
大　宮 〔1/31 ～ 2〕〔15 ～ 17〕
西武園 〔8～ 10〕
京王閣 （7 ～ 9）
立　川 （18 ～ 20）（26 ～ 28）
松　戸 〔7～ 9〕（18 ～ 20）
千　葉 （1 ～ 3）〔25 ～ 27〕
川　崎 〔1～ 3〕〔15 ～ 17〕
平　塚 （8 ～ 10）（26 ～ 28）
小田原 （22 ～ 24）

伊　東 （4 ～ 6）
静　岡 （11～ 14）（19 ～ 21）
豊　橋 （4～ 6）〔16 ～ 18〕〔25 ～ 27〕
一　宮 〔15～ 17〕（23 ～ 25）
名古屋 〔8～ 10〕
岐　阜 〔1/31 ～ 2〕（18 ～ 20）
大　垣 （26 ～ 28）
松　阪 （10 ～ 12）（16 ～ 18）
四日市 （ナ 1/31 ～ 2）（ナ 7 ～ 9）（ナ 21 ～ 23）
富　山 　　　　休　止
福　井 　　　　休　止
大　津 〔15～ 17〕
奈　良 〔1～ 3〕〔8～ 10〕（26 ～ 28）
向日町 （10 ～ 12）（23 ～ 25）
和歌山 （7 ～ 9）（18 ～ 20）〔26 ～ 28〕
岸和田 （15 ～ 17）

玉　野 （10 ～ 12）〔26～ 28〕
広　島 〔23～ 25〕
防　府 〔1～ 3〕
高　松 （1/31 ～ 2）（19 ～ 22）
観音寺 〔8～ 10〕
小松島 （1 ～ 3）（25 ～ 27）
高　知 （7 ～ 9）（15 ～ 17）
松　山 （ナ 4 ～ 6）〔ナ 15～ 17〕
小　倉 （Ｍ 4・5）〔ナ 18 ～ 20〕（ナ 25 ～ 27）
別　府 　　　　休　止
武　雄 〔7～ 9〕（26 ～ 28）
佐世保 （1/31 ～ 2）（15 ～ 17）
久留米 〔ナ 1～ 3〕（ナ 10 ～ 12）
熊　本 （7 ～ 9）（16 ～ 18）〔25 ～ 27〕

（注） １.　太字は F Ⅰ以上の開催をあらわす。（〔　〕はＦ Iを表す）
 ２.　太字のナはナイター競輪をあらわす。
 ３.　小倉、２月４日～５日（FⅡ）のMはミッドナイト競輪の実施をあらわす。

今月のトピックス

（写真提供　共同通信社）

◇ＫＥＩＲＩＮグランプリ 2010 成績◇
＝ 12 月 30 日立川 11R・先頭固定競走 2825m＝

▽決め手＝差し ▽ 2 枠複❸－❺ 　1,880 円⑪
 ▽ 2 車単⑦－③ 　6,550 円33
 ▽ 3 連単⑦③⑨ 35,710 円 150

着
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着  差

年
令選手名

  １ ❺ ⑦ 村上　博幸 31 京都 11秒６
  ２ ❸ ③ 山崎　芳仁 31 福島   微差
  ３ ❻ ⑨ 伏見　俊昭 34 福島   １輪
  ４ ❹ ④ 市田佳寿浩 35 福井  3/4身
  ５ ❹ ⑤ 海老根恵太 33 千葉  1/2輪
  6 ❶ ① 武田　豊樹 36 茨城   １身
  ７ ❷ ② 村上　義弘 36 京都  3/4身
  ７ ❺ ⑥ 佐藤　友和 27 岩手  3/4身
  ９ ❻ ⑧ 平原　康多 28 埼玉  3/4身

◆村上博幸が優勝  「KEIRINグランプリ2010」

　「KEIRINグランプリ2010」は 12月30日、立川競輪場
で行われ、初出場の村上博幸（京都）が優勝した。村上は
優勝賞金 1億円（副賞含む）を獲得、年間獲得賞金を2億
3793 万 8200 円として、初の賞金王にもなった。2着には微
差で山崎芳仁（福島）、3着には伏見俊昭（福島）が入った。

◆新田祐大が優勝  「SSカップみのり2010」

　「SSカップみのり2010」（GⅠ）は 12月29日、立川競輪
場で行われ、新田祐大（福島）が優勝し、賞金 1100万円（副
賞含む）を獲得した。2 着には成田和也（福島）、3着には
佐藤慎太郎（福島）が入った。

◆深谷知広が優勝  「ヤンググランプリ2010」

　「ヤンググランプリ2010」（GⅡ）は 12月28日、立川競
輪場で行われ、深谷知広（愛知）が優勝し、賞金 400万円（副
賞含む）を獲得した。2着には水谷好宏（滋賀）、3着には
三谷将太（滋賀）が入った。

◆年間取得賞金ベスト10 決まる

　2010 年（1～12月）の取得賞金が確定した。グランプリ
を制した村上博幸をトップに村上義弘（京都）、山崎芳仁、
市田佳寿浩（福井）の 4 選手が 1億円を超えた。以下、武
田豊樹（茨城）、海老根恵太（千葉）、伏見俊昭、佐藤友和
（岩手）、山口幸二（岐阜）、神山雄一郎（栃木）がベスト10
入りした。
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新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
昨年の内閣改造で、経済産業大臣を拝命いた

しました。16 年前に政務次官を務めて以来、経
済産業行政の任に当たるのは２度目となります。
今日の日本経済の状況をしっかりと見据え、経
済社会に山積する様々な課題を解決するため、
心を引き締めて、全力で対処してまいります。
本年も皆様の一層の御支援と御協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

まず、我が国経済は、景気が自律的な回復に
至らない中で、急激な円高の進行や海外経済の
減速等によってこのところ足踏み状態にあり、
さらに景気が下押しされるリスクも存在してい
ます。こうした厳しい経済状況に対応するため、
政府として「新成長戦略実現に向けた３段構え
の経済対策」を取りまとめ、予備費 9200 億円、
さらに補正予算 5.1 兆円を投入する等、切れ目な
く対策を講じてまいりました。
経済産業省としても、円高・デフレ状況に対

する緊急的な対応である「ステップ１」として、
低炭素型雇用創出産業の国内立地を促進するた
めの 1100 億円規模の支援措置や、夢と希望のあ
る若者の就職を応援するための事業等、雇用や
投資の基盤づくりを実施しております。
さらに、景気や雇用動向を踏まえた機動的・

弾力的な対応である「ステップ２」として、中
小企業の資金繰り支援、エコポイント等による
足下の需要喚起、レアアース対策や研究開発プ
ロジェクトの加速、イノベーション拠点立地支
援などを盛り込みました。中小企業や地域経済
の活性化、新成長戦略の推進、中長期的な成長
基盤の整備といった目標に向けて、様々な対策
を講じてまいりました。

これら即効性のある施策を着実かつ迅速に実
施し、景気の下支えと回復に万全を期してまい
ります。

次に、来年度の経済対策について申し上げま
す。平成 23 年度は、新成長戦略の本格実施であ
る「ステップ 3」により、デフレ脱却と雇用を起
点とした中長期的な経済成長を目指す年度です。
そのため、経済産業省が特に力を入れてきた

のは、国内投資を促進し、新たな雇用を創出す
るための「日本国内投資促進プログラム」の策
定です。産業界や労働界、国や地方自治体が一
体となって議論を行った結果、それぞれの課題
や対応策を取りまとめることができました。
政府としては、「成長促進型」政策の推進を宣

言し、世界水準の投資・事業活動基盤の整備や、
需要・投資先の開拓を行うことを決めました。
具体的には、税制改正大綱の取りまとめに当

たり、新成長戦略の大きな柱でもある法人実効
税率について、第一歩として、企業の実質的な
負担減になる形で、５％引き下げることとしま
した。同時に、「アジア拠点化推進税制」の創設
も明記し、雇用創出や投資拡大に効果的なグロー
バル企業の研究開発拠点等を国内に呼び込むた
め、思い切った税制優遇措置を講じることとし
ました。
これらの施策は、「日本国内投資促進プログラ

ム」で政府として対応すると約束したものであ
り、経済成長や雇用確保を実現することを狙っ
た税制改正です。産業界の皆様におかれまして
は、「守りの経営」から「攻めの経営」に転換し
ていただき、是非とも積極的な国内投資を行い、
質の高い雇用を生み出していただくよう期待し
ております。

経済産業大臣　大畠　章宏

謹　賀　新　年
年  頭  所  感

平成 23年　元旦
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次に、対外経済政策について申し上げます。
我が国は、国土が狭く、資源も乏しい国家であ
るため、国全体を豊かにするためには外国との
貿易が必要不可欠です。これからも豊かで安心
できる経済生活を送るためには、保護主義を抑
止し、自由貿易を推進しなくてはなりません。
昨年の横浜ＡＰＥＣでは、私もＷＴＯドーハ・
ラウンド妥結や保護主義の抑止に貢献していく
ことを主張し、最終的に取りまとめられた「横
浜ビジョン」では、2011 年が交渉妥結に重要な
「機会の窓」であることが確認されました。交渉
妥結に向け尽力してまいります。
国際貿易ルール全体を強化する一方、成長す

る諸外国の活力を取り込むためにも、二国間の
経済連携に関する交渉や情報収集を活発に行う
ことも重要です。政府としては昨年 11 月に、我
が国の主要国・地域との経済連携推進の基本と
なる「包括的経済連携に関する基本方針」を閣
議決定しており、「国を開く」決意の下、世界の
潮流から見て遜色のない高いレベルの経済連携
を力強く進めていくことに全力を挙げて取り組
んでまいります。
横浜ＡＰＥＣでは、ＦＴＡＡＰの実現に向け

て各国が努力していくことで合意されました。
ただし、各国がそれぞれ国内対策を充実させる
とともに、国民の皆様の御理解を求めなければ
ならないのは言うまでもありません。経済産業
省は、日本国内における農林水産業の強化が必
要と考え、「農業産業化支援ワーキンググループ」
を立ち上げ、輸出振興や農商工連携を始めとし
た検討を開始しました。農業の６次産業化や海
外における需要拡大等、積極的に知恵を出し、
農業の強化策を進めてまいります。
また、今後は製品や部品を単品で輸出するの

ではなく、社会インフラやシステムというパッ
ケージの形で輸出していくことも重要です。例
えば、原子力については、国際原子力開発株式
会社を中心として、ベトナムでの原子力発電所
建設について合意することができました。日ア
ラブ経済フォーラムの中では、モロッコ、チュ
ニジアとの間で、太陽エネルギー分野に関する
協力事業について合意することができました。
私が会議に参加して実感したのは、我が国の技
術力や産業力が、外国から強い関心と期待を集

めていることでした。今後、水、鉄道、高速、
衛星事業等について、関連産業の競争力強化や
金融支援の強化、トップ外交の実施等により、
積極的な国際展開を官民連携して推進してまい
ります。

次に、環境・エネルギー政策について申し上
げます。昨年大いに議論されたレアアース対策
は、資源の安定供給の重要性を改めて認識させ
るものでした。私は自ら中国に対して荷動きの
早急な改善を要請するとともに、ＪＯＧＭＥＣ
等を通じて海外での鉱山開発・探査を支援する
等、輸入先の分散化に向けて積極的な対策を講
じてまいりました。さらに、レアアースのリサ
イクル利用技術・代替材料開発等に全力で取り
組んでまいります。今後は中長期的な視野に立
ち、鉱物資源や、石油・天然ガス・石炭等の安
定供給に尽力してまいります。
そして、環境・エネルギーは、我が国が強み

を活かせる成長分野であり、グリーン・イノベー
ションによる新成長戦略の実現につなげること
が重要です。我が国の省エネ・低炭素技術を今
以上に効率化するための実証実験や技術開発を
進めるとともに、国際的な展開を促してまいり
ます。
また、原子力や再生可能エネルギー等、環境

負荷が小さく、持続可能性が高いエネルギーも
今後成長が期待される領域です。安全の確保を
大前提に、原子力発電・核燃料サイクルを積極
的に推進していく他、再生可能エネルギーにつ
いては、固定価格買取制度を導入して普及・拡
大を進めてまいります。
さらに、「地球温暖化対策のための税」につい

ては、現下の厳しい経済状況の中で産業界・国
民に御理解をいただくべく検討を重ね、石油石
炭税を段階的に課税強化するとの成案を得まし
た。税収については、国民の皆様の御理解をい
ただきながら、エネルギー起源 CO2 排出抑制の
ために有効な対策に充当してまいります。
国際的な地球温暖化対策については、昨年末

のＣＯＰ 16 で、京都議定書の単純延長には明確
に反対いたしました。二国間クレジット制度等、
地球規模で CO2 排出量を削減する方策を具体化
させ、米中印を含んだ形で、真に公平かつ実効
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的な枠組み作りを進めてまいります。

最後に、中小企業対策について申し上げます。
企業数の 99.7％、雇用の７割を占める中小企業
の活性化こそ、我が国経済の活力の源泉です。
中小企業の発展のため、税制改正大綱において
来年度より中小軽減税率を、現行の 18％から
15％へと引き下げることとしました。
また、引き続き厳しい経済状況が続く中、公

的金融機関による融資・保証により中小企業の
資金繰りに万全を期すことに加えて、人材育成
や技術開発、新事業展開に意欲がある中小企業
に対して、全力で支援してまいります。
特に、昨年立ち上げた「中小企業海外展開支

援会議」の下で、それぞれの地方経済産業局の
力を借りながら関連機関と連携し、海外ミッショ
ンの派遣や海外展示会への出展等をきめ細かく
支援してまいります。また、先日、私も自ら中

小企業に足を運び、生の声を伺ってまいりまし
た。ここで聞いた声等を踏まえ、金融庁や財務
省とも協力し、現地企業が日本語で相談等がで
きる「Ｊａｐａｎ　Ｄｅｓｋ」の設置など、地
銀等がＪＥＴＲＯやＪＢＩＣと連携して中小企
業の海外展開を支援するスキームを構築するこ
ととしました。関係機関で協力し、本スキーム
をしっかりと実施してまいります。

これらの施策を一つ一つ着実に実行していく
ことこそが、我が国経済・産業を再び活性化し
ていく足掛かりとなると確信しております。国
民の皆様が、毎日の生活において安心して暮ら
せる社会、未来に対して夢と希望を抱いて暮ら
せる日本を実現するため、今年も精一杯努力し
てまいります。
皆様の御多幸と御健康をお祈り申し上げまし

て、新年の御挨拶といたします。
　　　　　　（本稿は 1 月 1 日付の前大臣の年頭所感です）
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財団法人 JKA
会長　　下重　暁子

新 年 の ご 挨 拶
年  頭  所  感

平成 23年　元旦

あけましておめでとうございます。
平素より皆様には競輪事業へのご支援、ご協力

をいただき心よりお礼申し上げます。
財団法人ＪＫＡにとりまして、昨年は激動の年

となりました。
社会全体として大きな話題となりました、内閣

府に設けられた行政刷新会議により行われた「事
業仕分け」に、本財団も対象となりました。本財
団としては、この事業仕分けでのご指摘を真摯に
受け止め、7 月に行われた『産構審ＪＫＡ補助事
業及び交付金還付事業のあり方検討ワーキング
グループ』での議論に基づき、本財団が行う補助
事業について、審査・評価基準等を、今までより
もさらなる透明性を担保するといった見直しを
図ってまいりました。
また、本財団の自主的な取り組みとしても、経

費の削減等を行ってまいりました。
さらには『産構審競輪事業のあり方検討小委員

会』でも、引き続き検討されるものと思われます。
こういったことを含め、これからも競輪とオー

トレースの補助事業はひろく社会のお役に立っ
ていけるよう努力してまいります。
競輪の活性化策としては、女子選手による競

輪競走の実施が決定し、本年 4 月より日本競輪学
校に入学する予定となっています。彼女たちには
ファッショナブルでエンターテイメント性の高
い全く新しい競輪として打ち出すことにより、若
い人に興味を持ってもらい競輪場に足を運んで
もらう起爆剤になればと考えています。
また、本年 1 月にはミッドナイト競輪が小倉

競輪場で開催されます。昨今のインターネット利
用環境は、午後９時以降からの利用率が高いこと
から、夜のひと時にインターネットを通じて、ぜ
ひ、ゆっくりとご自宅等で競輪をお楽しみいただ
きたいと考えております。
さらには、競輪開催国である日本と韓国の選手

による「日韓対抗戦競輪」の開催も決まり、両国
のトッププロによるレースをご覧いただけるこ
ととなりました。
私どもＪＫＡは競輪の活性化を図り、お客様に

楽しんでいただけるよう、関係者一丸となり、引
き続き努力してまいります。
競輪への変わらぬご支援、ご協力をお願いする

とともに、本年も皆様にとりまして良い年となり
ますよう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶
とさせていただきます。
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■平成 22・12・27 製第 1号
　平成 22 年 12 月 28 日

財団法人 JKA　会長　下重　暁子　殿
経済産業大臣　大畠　章宏

「短期登録選手制度に関する業務の方法の特例に関する規程」変更の認可について

　平成 22 年 12 月 24 日付け 22JKA総務第 68 号をもって申請のありました上記の件については、自転車競技法第 26 条第
2項の規定に基づき、認可します。

認可

『短期登録選手制度に関する業務の方法の特例に関する規程』新旧対照表

改　正　案現　　行

 （出場期間）
第５条　　短期登録選手が競輪に出場できる期間は４月から９月の

６ヶ月とする。

 （追　加）

（競輪の出場に関わる手続の代行）
第１０条　本財団は、短期登録選手が希望する場合に限り、当該短

期登録選手に代わって、業務規程第１２６条第２項に定
める参加申込及び業務規程第１２７条に定める出場でき
ないことの申出を行うことができる。

 （出場期間）
第５条　　短期登録選手が競輪に出場できる期間は１月から１２月

までの間の６ヶ月以内とする。

 （走行能力調査）
第１０条　短期登録選手が長期にわたり競輪に出場しなかった間に、

ＵＣＩトラックワールドカップ等の自転車競技大会に出
場し、ケイリンまたはスプリント種目においてＵＣＩポ
イントを獲得した場合は、当該選手に対する業務規程第
１４９条第２項に定める走行能力調査は実施しないこと
とする。

（競輪の出場に関わる手続の代行）
第１１条　同　左

附　則
この規程は ､経済産業大臣認可の日から施行する。
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登録事項の変更
（22JKA指導第 1号の 12　平成 22 年 12 月 24 日）

選　手

県内移動（5名） 適用日　平成 23 年 1 月 5 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 13599 大井　浩平 13795 井上　将志
 13988 阿部　英光 14180 坂本　匡洋
 14280 井上　公利

同
（22JKA指導第 1号の 13　平成 23 年 1 月 7 日）

県内移動（3名） 適用日　平成 22 年 12 月 22 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 12636 山﨑　裕二 13391 鈴木　達也
 13817 吉川　裕二

登録消除
（22JKA指導第 1号の 14　平成 23 年 1 月 14 日）

（1名） 登録消除日　平成 23 年 1 月 6 日

 福島 10846  A2 木野内　高

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

住居表示変更（2名） 適用日　平成 22 年 12 月 22 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 10809 井上　龍雅 14687 井上　将志

同
（22JKA指導第 1号の 14　平成 23 年 1 月 14 日）

県内移動（4名） 適用日　平成 23 年 1 月 12 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 13925 黒田　　篤 14059 高塩　讓次
 14735 今村　俊雄 14776 川上　修平

県内移動（5名） 適用日　平成 23 年 1 月 19 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 11074 田中　浩仁 13547 土屋　　宏
 14182 大川　龍二 14617 西岡　拓朗
 14777 竹村　達也

同
（22JKA指導第 1号の 15　平成 23 年 1 月 21 日）

（4名） 登録消除日　平成 23 年 1 月 7 日

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

 静岡 11265  A3 能島　義雄

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

 千葉 11684  A2 松木　　明

 静岡 13422 18758 A3 中村　充寿

 群馬 13544 18032 A3 内田　真澄

（3名） 登録消除日　平成 23 年 1 月 11 日

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

 岐阜  9301 16776 A3 中嶋　直人

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

 三重 11274  A3 佐々木　功

 千葉 13563  A3 宇佐美　勉

同
（22JKA指導第 1号の 15　平成 23 年 1 月 21 日）

（9名） 登録消除日　平成 23 年 1 月 13 日

 熊本  9924  A3 岸本　元也

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

 熊本 10148  A3 市原裕二郎

 千葉 11133 14804 A3 吉野　直樹

 神奈川 11492 12142 A3 齋藤　晃裕

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

 岐阜 11512 12152 A3 吉田　喜一

 愛媛 11653 12443 A3 近藤　　力

 栃木 13612  A3 本田　晶紀

 滋賀 13725 16717 A3 河崎　惠治

 埼玉 14508  A3 小久保　孟
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特別昇班
（22JKA指導第 1号の 13　平成 23 年 1 月 7 日）

（1名） 

12/20～ 12/22
観音寺
1.1. ①

1/1～ 1/3
取手
1.1. ①

14653　飯山　泰行（茨城）　98 期　25 才
新級班

A2 H23.1.4
23 年前期
 ～

24 年前期

12/11～ 12/13
立川
1.1. ①

昇班適用日 適用期 達成までの優勝記録

（1名） 登録更新日　平成 23 年 1 月 1 日

登録更新
 （22JKA指導第 1号の 13　平成 23 年 1 月 7 日）

 地区 府県 登録番号 氏　名
 近畿 京都  8388 桝井　道弘

出場あっせん保留
　平成 22 年後期審査期終了時において、本財団の「競
輪に係る業務の方法に関する規程」第 83 条第１項第３
号に定める競走成績不良による登録消除の基準に該当
するものと認められますので、登録消除に係る調査及
び審議を行う間、同規程第 134 条第 1 項第 3 号の規定
により、平成 23 年 1 月 5 日付で当該選手に対する出場
あっせんを保留しました。
 （22JKA指導第 29 号　平成 23 年 1 月 5 日）
（23 名） 

 地区 府県 登録番号 氏　名
 北日本 福島 11459 佐川　康祐
  〃 13918 皆川　直也
 関東 茨城  9255 鈴木　一郎
  栃木 13612 本田　晶紀
  群馬 13544 内田　真澄
  埼玉 14508 小久保　孟
 南関東 千葉 11133 吉野　直樹
  〃 13563 宇佐美　勉
  〃 14518 村田　康一
  神奈川 11492 齋藤　晃裕
  静岡 11265 能島　義雄
  〃 13422 中村　充寿
 中部 愛知 11156 扇野　芳樹
  岐阜  9301 中嶋　直人
  三重 11030 地場　正樹
  〃 11274 佐々木　功
 近畿 滋賀 13725 河崎　惠治
  奈良 11520 時任　　賢
 中四国 岡山 10790 荒木　常広
  広島 11937 川﨑　一彦
  愛媛 11653 近藤　　力
 九州 熊本  9924 岸本　元也
  〃 10148 市原裕二郎

（5名） 登録消除日　平成 23 年 1 月 14 日

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

 茨城  9255 18976 A3 鈴木　一郎

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

 岡山 10790 10985 A3 荒木　常広

 愛知 11156 12031 A3 扇野　芳樹

 福島 11459 18286 A3 佐川　康祐

 福島 13918  A3 皆川　直也

（2名） 登録消除日　平成 23 年 1 月 18 日

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

 三重 11030 18310 A3 地場　正樹

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

 広島 11937 12754 A3 川﨑　一彦
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 府県 認定番号 登録番号 氏　　名
 宮城 19063 11211 秋藤　 雄
 〃 19064 13082 小泉　俊也
 〃 19065 13085 田　雄三
 山形 19066 12936 栗田　伸也
 福島 19067  9735 森　　人志
 〃 19068 11214 小室　道
 〃 19069 11460 鈴木　春雄
 〃 19070 12481 加藤　昌和
 〃 19071 14219 松本　昌士
 〃 19072 14440 渡 　正光
 埼玉 19073 14147 柿沼　信也
 岐阜 19074 14470 板橋　慎治
 〃 19075 14471 笹山　　優
 大阪 19076 14098 菊谷　信一
 岡山 19077 14322 片岡　迪之
 〃 19078 14405 小西　康夫
 〃 19079 14547 紀井　孝之
 〃 19080 14548 棚橋　　勉
 〃 19081 14549 戸伏　康夫
 〃 19082 14550 龍門慎太郎
 福岡 19083 12622 堺　　和之
 〃 19084 12766 立石　拓也
 〃 19085 13657 香月　裕二
 〃 19086 14558 松尾　　透
 〃 19087 14624 柳詰　正宏
 大分 19088 14626 江口　　誉
 〃 19089 14628 荘田　竜斗
 〃 19090 14629 田中　　輪
 〃 19091 14630 利根　正明

先頭誘導選手の認定・認定更新・認定抹消
（22JKA指導第 1号の 12　平成 22 年 12 月 24 日）

認定（29 名） 認定年月日　平成 23 年 1 月 1 日

認定更新（74 名） 更新年月日　平成 23 年 1 月 1 日

 府県 認定番号 登録番号 氏　　名
 宮城 18623 10376 早坂　　悟
 〃 17669 13453 阿部　宏之
 〃 17671 13526 三澤　勝成
 〃 18625 13906 太田　貴之
 福島 18626 10162 小磯　伸一
 〃 17674 11094 橋本　　豊
 栃木 17679 11221 須田　雄一

 栃木 18198 11978 峯　　芳暁
 〃 18199 13613 宗景　祐樹
 〃 18200 13679 﨑新太郎
 群馬 18201 11780 松島　伸安
 埼玉 17680 11099 落合　　実
 〃 17681 11236 中田　健二
 〃 16854 11990 茂木　和臣
 〃 16855 12647 本田　直也
 〃 14835 12868 松石　　匡
 〃 16856 13550 安部　達也
 〃 16857 13683 福田　直樹
 東京 16169 10080 古林　昭二
 〃 13131 10742 小松原好明
 〃 18629 11588 布施　義憲
 愛知 14274 10437 田中　新悟
 〃 16173 12973 武井　克敏
 岐阜 15573 11621 濵口　 彰
 〃 17686 13780 竹内　公亮
 三重 15570 10324 野呂　　尚
 〃 12501 11701 加藤　純治
 〃 15572 13268 小谷　文吾
 〃 17687 13577 田中　大介
 滋賀 17688 10906 吉岡　和彦
 〃 17689 13124 齋藤　　収
 京都 18203 12453 中島　義之
 〃 16891 13791 村上　博幸
 奈良 17691  9999 鈴木　　勝
 〃 17692 13792 辰己　　豊
 和歌山 16862 13794 川西　亮介
 〃 18630 14318 椎木尾拓哉
 〃 18631 14319 中野　彰人
 大阪 16863 10661 多田　　司
 〃 17695 11039 田谷　　勇
 〃 12504 11290 櫓　　智則
 〃 17696 12223 山下　茂樹
 〃 16176 12374 松本　　久
 岡山 13136 10463 西﨑　　浩
 〃 12510 11416 大前　寛則
 〃 16864 12756 服部　　仁
 広島 11162 10918 齋 　　勝
 山口 17698 13652 隅　　直幸
 徳島 13701 12474 小川　圭二
 〃 13702 12540 田村　博之
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認定抹消（13 名） 抹消年月日　平成 23 年 1 月 1 日

 府県 認定番号 登録番号 氏　　名
 宮城 17667 12487 紺野　哲也
 〃 18624 13233 小松　剛之
 〃 17670 13523 阿部　貴光
 福島 14266  9628 遠藤　　博
 茨城 14830 12940 小室　貴広
 〃 16165 13090 野淵　信栄
 埼玉 14834 12350 宮田　達也
 東京 18628 13687 角　　恵成
 三重 14277 11274 佐々木　功
 滋賀 16861 13048 礒野　勘太
 愛媛 13710 12545 南　　正一
 大分 18204 12999 吉田　　稔
 〃 18634 13519 大 健一郎

 高知 18632 13965 岡田　雅也
 愛媛 13703 11191 松田　孝志
 〃 16174 11315 三木　裕次
 〃 13137 12043 大西　　仁
 〃 13705 12389 岡﨑　昭次
 〃 13706 12475 笠松　義輝
 〃 13708 12477 冨井　正門
 〃 13709 12543 井上　勝史
 〃 13711 12618 武智　尚之
 〃 18633 14331 栗田　貴徳
 福岡 16866 11434 池田　智明
 〃 18636 12620 小田　博敏
 〃 18637 12918 松　直満
 〃 18635 13145 瓦田　勝也
 佐賀 15575 12920 山﨑　岳志
 〃 17704 13370 三槻　智清
 長崎 16867 13371 足達　重満
 熊本 18640 10953 北島　祐二
 〃 15579 11325 西島　聡一
 〃 15581 12059 深田　広治
 〃 15582 12252 川藤　康雄
 〃 14287 12402 時松　　正
 〃 14851 12554 松本　哲也
 〃 18641 13822 米原　大輔

検車員
平成 22年度第 2回競輪検車員認定試験合格者の

競輪検車員認定
　｢競輪に係る業務の方法に関する規程 ｣第 46 条、及
び「競輪検車員認定に関する要領」１の規定により、
競輪検車員認定試験を実施した結果、下記の者が合格
しましたので「競輪検車員認定に関する要領」６の規
定に基づき、平成 23 年 2 月１日付として認定します。
 （22JKA競運第 89 号　平成 23 年 1 月 25 日）
（2名）

 所　属 認定番号 氏　名

本部競技部 岡本　隆広1609

三根　永吾1610
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あっせん
平成 23年 1月競輪出場あっせん状況

1.　開催状況（1月あっせん対象節数）
 G　Ⅲ 5 競輪場 5 節
   （大宮、立川、松戸、向日町、和歌山）
 F　Ⅰ 21 競輪場 24 節
   （平、前橋、取手、京王閣、平塚、

小田原、伊東、静岡、名古屋、
豊橋、松阪、四日市、大津、向日町、
岸和田、防府、松山、小松島、高知、
小倉、別府）

 F　Ⅱ 31 競輪場 44 節
 ※ミッドナイト競輪…小倉 1節（あっせん回数に含
　　　　　　　　　　　　まず）
  
2.　 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）

 Ｓ　級 1,791 人
 A　級１・２班 4,068 人
 A　級３班 1,980 人
 合　計 7,839 人

3.　 級別選手１人当たり平均あっせん回数
 Ｓ　級 2.16 回
 A　級１・２班 2.37 回
 A　級３班 2.47 回

4.　あっせん選手の交流について
　実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、S級につい
ては近畿・四国地区が高く、A級については中部・四国
地区が高かった。
　このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対応等
も勘案のうえ、あっせん選手の交流を行なった。

　開催状況
　　G　Ⅲ 大宮、立川、松戸、向日町、和歌山（5節）
　　F　Ⅰ  平、前橋、取手、京王閣、平塚、小田原、

伊東、静岡、名古屋、豊橋、松阪、四日市、
大津、向日町、岸和田、防府、松山、小松島、
高知、小倉、別府　　　　　　　 （24 節）

　　F　Ⅱ 31 競輪場 （44 節）

  合計　73 節

平成 23年 1月開催出場あっせん概況表
平成 22 年 12 月 7 日

   Ｓ級 A級 合計
 総 人 員 839 2,544 3,383
 非 実 働 人 員 12 33 45
  実 働 人 員  827 2,511 3,338
  0 回 12 33 45
  1 回 0 1 1
  2 回 690 1,483 2,173
  3 回 137 1,027 1,164
 あっせん総数  1,791 6,048 7,839
 一人当たり平均 2.16 2.40 2.34 

区分 級班

  

回
数
別
人
員

あ
っ
せ
ん

平成 23年 1月開催競輪選手需給状況表
平成 22 年 12 月 9 日

 北日本 54 97 0.56 117 190 0.62 45 100 0.45 162 290 0.56
 関　東 414 160 2.59 657 356 1.85 315 182 1.73 972 538 1.81
 南関東 315 132 2.39 657 267 2.46 315 110 2.86 972 377 2.58
 中　部 270 121 2.23 774 146 5.30 360 75 4.80 1,134 221 5.13
 近　畿 360 93 3.87 414 211 1.96 180 102 1.76 594 313 1.90
 中　国 54 58 0.93 306 152 2.01 180 57 3.16 486 209 2.33
 四　国 162 56 2.89 477 143 3.34 225 60 3.75 702 203 3.46
 九　州 162 110 1.47 666 247 2.70 360 113 3.19 1,026 360 2.85
 全国計 1,791 827 2.16 4,068 1,712 2.37 1,980 799 2.47 6,048 2,511 2.40

一人当たり平均
あっせん回数 2.16 回 2.37 回 2.47 回 2.40 回

S　　　　　級

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級１・２班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級３班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級合計

依頼数 実働数
依頼数
実働数

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。
　　　なお、あっせん回数に算入されない競輪は依頼数から除いた。

※あっせん本数に参入しない部分の依頼数を除く



競輪第 34 号 平成 23 年 1 月 31 日（月） （13）広 報 K E I R I N
平成 23 年 2月競輪出場あっせん計画

1.　開催状況（2月あっせん対象節数）
 G　Ⅱ 1 競輪場 1 節
   （豊橋）
 G　Ⅲ 2 競輪場 2 節
   （静岡、高松）
 F　Ⅰ 23 競輪場 27 節
   （平、取手、大宮、西武園、松戸、

千葉、川崎、一宮、名古屋、岐阜、
豊橋、大津、奈良、和歌山、広島、
防府、玉野、観音寺、松山、小倉、
武雄、久留米、熊本）

 F　Ⅱ 30 競輪場 44 節  
 ※ミッドナイト競輪…小倉 1節（あっせん回数に含
　　　　　　　　　　　　まず）

2.　 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）

 Ｓ　級 1,755 人
 A　級１・２班 4,230 人
 A　級３班 1,980 人
 合　計 7,965 人

3.　 級別選手１人当たり平均あっせん回数
 Ｓ　級 2.11 回
 A　級１・２班 2.47 回
 A　級３班 2.48 回

4.　あっせん選手の交流について
　実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、S級に
ついては中部・四国地区が高く、A級についても中部・
四国地区が高い。
　このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対
応等も勘案のうえ、あっせん選手の交流を行う。

平成 23年 2月開催競輪選手需給計画表
平成 22 年 12 月 9 日

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。
　　　なお、あっせん回数に算入されない競輪は依頼数から除いた。

 北日本 54 97 0.56 54 189 0.29 0 100 0.00 54 289 0.19
 関　東 216 160 1.35 783 357 2.19 405 183 2.21 1,188 540 2.20
 南関東 315 138 2.28 657 265 2.48 315 110 2.86 972 375 2.59
 中　部 369 119 3.10 774 146 5.30 360 75 4.80 1,134 221 5.13
 近　畿 216 92 2.35 594 212 2.80 270 102 2.65 864 314 2.75
 中　国 162 58 2.79 225 151 1.49 45 56 0.80 270 207 1.30
 四　国 207 56 3.70 486 141 3.45 270 58 4.66 756 199 3.80
 九　州 216 111 1.95 657 246 2.67 315 114 2.76 972 360 2.70
 全国計 1,755 831 2.11 4,230 1,707 2.47 1,980 798 2.48 6,210 2,505 2.47

一人当たり平均
あっせん回数 2.11 回 2.47 回 2.48 回 2.47 回

S　　　　　級

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級１・２班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級３班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級合計

依頼数 実働数
依頼数
実働数

登録・認定数等
平成 23 年 1 月 1 日

項　目

登録選手数

先頭誘導
選 手 数   2,439 名

  3,381 名

現在数 摘　　　要

 S　級 A級
 841 名 2,540 名

 SS　　18 A １ 871
 S １　272 A ２ 851
 S ２　551 A ３ 818 

審 判 員 数

検 車 員 数

  780 名

 831 名



（14） 平成 23 年 1 月 31 日（月） 広 報 K E I R I N 競輪第 34 号

車 券 売 上 状 況
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